
議案第１号

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第６号)

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第６号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４４, ６３８千円を追加し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１６２, ６６７, ０９６千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(債務負担行為の補正)

第２条 債務負担行為の追加は､ ｢第２表 債務負担行為補正｣ による｡

(地方債の補正)

第３条 地方債の変更は､ ｢第３表 地方債補正｣ による｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第６号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 ３９,４３４,４３１ ９６,８８１ ３９,５３１,３１２

２ 国 庫 補 助 金 ３,５１３,３５５ ９６,５１３ ３,６０９,８６８

３ 国 庫 交 付 金 ８,３６９,２７１ ３６８ ８,３６９,６３９

16 県 支 出 金 １２,９９２,１４４ １,１２５ １２,９９３,２６９

３ 県 交 付 金 ７３７,２５９ ２２３ ７３７,４８２

４ 県 委 託 金 ２２７,８３８ ９０２ ２２８,７４０

17 財 産 収 入 ４３６,１５３ １１０ ４３６,２６３

１ 財産運用収入 ３４５,９２３ １１０ ３４６,０３３

18 寄 附 金 ２,８９０,１０６ １５２,７１２ ３,０４２,８１８

１ 寄 附 金 ２,８９０,１０６ １５２,７１２ ３,０４２,８１８

19 繰 入 金 １,１１２,５８３ １０８,６０７ １,２２１,１９０

１ 基 金 繰 入 金 １,００３,７２６ １０８,６０７ １,１１２,３３３

21 諸 収 入 ２,６２９,７６９ ３ ２,６２９,７７２

７ 雑 入 １,１８９,４８１ ３ １,１８９,４８４

22 市 債 ７,５４５,１００ ８５,２００ ７,６３０,３００

１ 市 債 ７,５４５,１００ ８５,２００ ７,６３０,３００

歳 入 合 計 １６２,２２２,４５８ ４４４,６３８ １６２,６６７,０９６
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １３,０６９,４８３ ６,３９１ １３,０７５,８７４

１ 総 務 管 理 費 ８,１１０,９５３ １,０３２ ８,１１１,９８５

５ 選 挙 費 ３６６,３１２ ３,７１７ ３７０,０２９

６ 統 計 調 査 費 ２６６,４２１ ９０５ ２６７,３２６

７ 文化スポーツ費 １,２１０,７３９ ７３７ １,２１１,４７６

３ 民 生 費 ８０,３６６,３４８ １５,７６７ ８０,３８２,１１５

１ 社 会 福 祉 費 ３３,３５８,６１３ １５,６０５ ３３,３７４,２１８

５ 年 金 保 険 費 ３,４９９,０８３ ６２ ３,４９９,１４５

６ 市 民 福 祉 費 ５０５,６４１ １００ ５０５,７４１

４ 衛 生 費 ９,８３８,２４３ １６０,０７４ ９,９９８,３１７

１ 保 健 衛 生 費 ４,２７７,３０４ １６０,０７４ ４,４３７,３７８

５ 農林水産業費 １,０３９,２６０ ２９８ １,０３９,５５８

１ 農 業 費 ７４９,３４６ ２９８ ７４９,６４４

６ 商 工 費 ３,８７５,１８８ １,７１２ ３,８７６,９００

２ 観 光 費 １,０００,１５９ １,７１２ １,００１,８７１

７ 土 木 費 ９,８６７,８２７ １０３,１７９ ９,９７１,００６

２ 道 路 橋 梁 費 ４,０８３,１２７ １,０００ ４,０８４,１２７

４ 都 市 計 画 費 ９６７,９８６ ６０,３７９ １,０２８,３６５

７ 下 水 道 費 ５６６,６６９ ４１,８００ ６０８,４６９

９ 教 育 費 １０,４２４,７６８ １２,５２０ １０,４３７,２８８

３ 中 学 校 費 ８１８,７４６ １２,５２０ ８３１,２６６

10 災 害 復 旧 費 ３６１,４６１ １４４,６９７ ５０６,１５８

１ 土木施設災害
復 旧 費 ３２３,９１５ １４４,６９７ ４６８,６１２

歳 出 合 計 １６２,２２２,４５８ ４４４,６３８ １６２,６６７,０９６
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第２表

債 務 負 担 行 為 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

税系システム改修事業 令 和 ８ 年 度 ５０,３３６

合 計 ５０,３３６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

和歌の浦アート・キューブ管理運営事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
２６０,３１０

合 計 ２６０,３１０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

土木積算システム事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
３５,７２５

合 計 ３５,７２５

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地域バス車両購入事業 令 和 ８ 年 度 ７,３４１

合 計 ７,３４１
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第３表

地 方 債 補 正

１ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

下水道施設管
理事業 23,900 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

65,700 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

土木施設災害
復旧事業 97,000 〃 〃 〃 140,400 〃 〃 〃

計 7,545,100 7,630,300



議案第２号

令和７年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによ

る｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８, ５０１千円を追加し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３７, ３６９, ０５５千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 国 庫 支 出 金 ２,８３８ １８,４３９ ２１,２７７

１ 国 庫 補 助 金 ２,８３８ １８,４３９ ２１,２７７

５ 繰 入 金 ３,４４４,１３０ ６２ ３,４４４,１９２

１ 一般会計繰入金 ３,４４４,１３０ ６２ ３,４４４,１９２

歳 入 合 計 ３７,３５０,５５４ １８,５０１ ３７,３６９,０５５

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ５４７,５３７ １８,４３９ ５６５,９７６

１ 総 務 管 理 費 ５４７,５３７ １８,４３９ ５６５,９７６

５ 諸 支 出 金 １５３,１０７ ６２ １５３,１６９

１ 償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 １５３,１０７ ６２ １５３,１６９

歳 出 合 計 ３７,３５０,５５４ １８,５０１ ３７,３６９,０５５



議案第３号

令和７年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２２, ２００千円を追加し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４２, ９６１, ２８５千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(債務負担行為の補正)

第２条 債務負担行為の追加は､ ｢第２表 債務負担行為補正｣ による｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 国 庫 支 出 金 １０,８３５,２７６ ３１,２２７ １０,８６６,５０３

１ 国 庫 負 担 金 ７,６３４,９７３ ２３,４００ ７,６５８,３７３

３ 国 庫 交 付 金 ３,１９２,３４０ ７,８２７ ３,２００,１６７

４ 県 支 出 金 ５,７００,６０５ １４,６２５ ５,７１５,２３０

１ 県 負 担 金 ５,５０５,４４７ １４,６２５ ５,５２０,０７２

５ 支払基金交付金 １１,２５５,６８３ ３１,５９０ １１,２８７,２７３

１ 支払基金交付金 １１,２５５,６８３ ３１,５９０ １１,２８７,２７３

７ 繰 入 金 ７,０７４,０１９ ４４,７５８ ７,１１８,７７７

１ 一般会計繰入金 ６,６１１,５８３ １４,６２５ ６,６２６,２０８

２ 基 金 繰 入 金 ４６２,４３６ ３０,１３３ ４９２,５６９

歳 入 合 計 ４２,８３９,０８５ １２２,２００ ４２,９６１,２８５

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 保 険 給 付 費 ４０,４４３,０１３ １２２,２００ ４０,５６５,２１３

２ 高 額 介 護
サービス等費 １,０９０,０４９ １１７,０００ １,２０７,０４９

４ 市 町 村 特 別
給 付 費 １０,９３２ ５,２００ １６,１３２

歳 出 合 計 ４２,８３９,０８５ １２２,２００ ４２,９６１,２８５



― 22 ―

第２表

債 務 負 担 行 為 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

在宅医療・介護連携推進事業 令 和 ８ 年 度 １２,２７７

合 計 １２,２７７



議案第４号

令和７年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第２号)

令和７年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８, ３８５千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１２, １４１, ６２４千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第２号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

６ 国 庫 支 出 金 － ８,３８５ ８,３８５

１ 国 庫 補 助 金 － ８,３８５ ８,３８５

歳 入 合 計 １２,１３３,２３９ ８,３８５ １２,１４１,６２４

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ９２,３２７ ８,３８５ １００,７１２

１ 総 務 管 理 費 ９２,３２７ ８,３８５ １００,７１２

歳 出 合 計 １２,１３３,２３９ ８,３８５ １２,１４１,６２４



議案第５号

令和７年度和歌山市水道事業会計補正予算 (第２号)

第１条 令和７年度和歌山市水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

支 出

第１款 水道事業費 ７,３０２,３０７千円 ６７,４５２千円 ７,３６９,７５９千円

第１項 営 業 費 用 ６,６６１,４５５千円 ６７,４５２千円 ６,７２８,９０７千円

第３条 予算第１２条中 ｢２６０, ７６１千円｣ を ｢３３４, ９５９千円｣ に改める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第６号

令和７年度和歌山市工業用水道事業会計補正予算 (第１号)

第１条 令和７年度和歌山市工業用水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市工業用水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ２,３２７,９５９千円 △４９,０９９千円 ２,２７８,８６０千円

第１項 営 業 収 益 ２,２５４,０７４千円 △４９,０９９千円 ２,２０４,９７５千円

支 出

第１款 工業用水道事業費 １,８１７,０７２千円 １８,３５５千円 １,８３５,４２７千円

第１項 営 業 費 用 １,６６５,４３４千円 １８,３５５千円 １,６８３,７８９千円

第３条 予算第１１条中 ｢８２,００６千円｣ を ｢１０２,１９７千円｣ に改める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第７号

和歌山市職員等旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市職員等旅費支給条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市職員等旅費支給条例の一部を改正する条例

和歌山市職員等旅費支給条例 (昭和２８年条例第１４号) の一部を次のように改正する｡

第１条第２項中 ｢地方自治法｣ の次に ｢ (昭和２２年法律第６７号) ｣ を加え､ ｢外､ ｣ を ｢

ほか､ ｣ に改める｡

第２条第１項第５号中 ｢扶養親族｣ を ｢家族｣ に､ ｢届出をしないが｣ を ｢婚姻の届出をして

いないが､ ｣ に､ ｢主として､ 職員の収入によつて生計を維持している｣ を ｢職員と生計を一に

する｣ に改め､ 同条第２項中 ｢この条例｣ の次に ｢ (第１４条第１項第１号から第３号までを除

く｡ ) ｣ を加え､ ｢何級の職務｣ 及び ｢当該級の職務｣ を ｢等級｣ に､ ｢相当する職務｣ を ｢相

当する等級｣ に改める｡

第３条第２項中 ｢各号の１｣ を ｢各号のいずれか｣ に改め､ 同条第３項中 ｢地方公務員法｣ の

次に ｢ (昭和２５年法律第２６１号) ｣ を加え､ ｢場合には､ 同項｣ を ｢場合には､ 前項｣ に改

め､ 同条に次の２項を加える｡

６ 第１項､ 第２項及び前２項の規定により旅費の支給を受けることができる者が､ 次条第３項

の規定により旅行命令等の変更 (取消しを含む｡ 以下同じ｡ ) を受け､ 又は死亡した場合その

他規則で定める場合には､ 当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又

は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる｡

７ 第１項､ 第２項､ 第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる者が､ 旅

行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額 (概算払を受けなかつた場合に

は､ 概算払を受けることができた旅費額に相当する金額) の全部又は一部を喪失した場合には､

その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる｡

第４条第２項中 ｢且つ｣ を ｢かつ｣ に改め､ 同条第３項中 ｢を変更 (取消を含む｡ 以下同じ｡

) ｣ を ｢の変更を｣ に､ ｢前項｣ を ｢､ 前項｣ に､ ｢第５条第１項｣ を ｢次条第１項｣ に､ ｢基

き､ これを変更｣ を ｢基づき､ その変更を｣ に改め､ 同条第４項中 ｢これを変更するには｣ を ｢

その変更をするには｣ に改める｡

第５条第１項中 ｢因り｣ を ｢より｣ に､ ｢変更された｣ を ｢変更を受けた｣ に､ ｢本条｣ を ｢

この条｣ に改め､ 同条第２項中 ｢すみやかに｣ を ｢速やかに｣ に改める｡

第７条中 ｢旅費は｣ の次に ｢､ この条例に定める種目及び内容に基づき｣ を加え､ ｢の旅費に

より｣ を ｢によつて｣ に､ ｢但し｣ を ｢ただし｣ に､ ｢因り｣ を ｢より｣ に､ ｢又は方法によつ

て｣ を ｢又は方法により｣ に､ ｢その現に｣ を ｢､ その現に｣ に改める｡
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第８条及び第９条を次のように改める｡

第８条及び第９条 削除

第１０条中 ｢鉄道旅行､ 水路旅行､ 航空旅行又は陸路旅行｣ を ｢移動｣ に､ ｢又は車賃｣ を ｢

及び車賃 (家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む｡ ) ｣ に改め､ ｢場合には｣ の次に ｢

､ 年度の経過､ 等級の変更等の後に｣ を加える｡

第１１条第４項中 ｢第３項｣ を ｢前項｣ に改める｡

第１２条の見出し中 ｢種類｣ を ｢種目｣ に改め､ 同条第１項中 ｢内国旅行における旅費の種類

｣ を ｢第７条に規定する内国旅行における旅費の種目｣ に､ ｢､ 宿泊料､ 食卓料､ 移転料､ 着後

手当及び扶養親族移転料｣ を ｢､ 宿泊費､ 包括宿泊費､ 宿泊手当､ 転居費､ 着後滞在費及び家族

移転費｣ に改め､ 同条第２項から第１１項までを削る｡

第１３条第１項中 ｢鉄道賃の｣ を ｢鉄道賃は､ 鉄道 (鉄道事業法 (昭和６１年法律第９２号)

第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道その他規則で定めるものをいう｡ 以下同じ｡

) を利用する移動に要する費用とし､ その｣ に改める｡

第１４条第１項中 ｢船賃の｣ を ｢船賃は､ 船舶 (海上運送法 (昭和２４年法律第１８７号) 第

２条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう｡ 以下同じ｡

) を利用する移動に要する費用とし､ その｣ に改める｡

第１４条の２中 ｢航空賃の｣ を ｢航空賃は､ 航空機 (航空法 (昭和２７年法律第２３１号) 第

２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう｡ 以下

同じ｡ ) を利用する移動に要する費用とし､ その｣ に改める｡

第１６条第１項中 ｢の額は､ 別表第１に掲げる定額による｣ を ｢は､ 旅行中の日数に応じ１日

当たりの定額により支給するものとし､ その額は､ 規則で定める額とする｣ に改める｡

第１７条及び第１８条を次のように改める｡

(宿泊費)

第１７条 宿泊費は､ 旅行中の宿泊に要する費用とし､ その額は､ 規則で定める額 (次条及び第

２２条の３において ｢宿泊費基準額｣ という｡ ) とする｡ ただし､ 当該宿泊に係る特別な事情

がある場合として規則で定める場合は､ 当該宿泊に要する費用の額とする｡

(包括宿泊費)

第１８条 包括宿泊費は､ 移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし､ その額

は､ 当該移動に係る第１３条から第１５条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿

泊費基準額の合計額とする｡

第１８条の次に次の１条を加える｡

(宿泊手当)

第１８条の２ 宿泊手当は､ 宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし､ その額は､

規則で定める１夜当たりの定額とする｡
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第１９条から第１９条の３までを次のよう改める｡

(転居費)

第１９条 転居費は､ 赴任に伴う転居に要する費用 (第１９条の３第１項第１号及び第２号に規

定する場合の家族の転居に要する費用を含む｡ ) とし､ その額は､ 規則で定める方法により算

定される額とする｡

(着後滞在費)

第１９条の２ 着後滞在費は､ 赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし､ その額は､ ５夜分

を限度として､ 現に宿泊した夜数に係る日当､ 宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とす

る｡

(家族移転費)

第１９条の３ 家族移転費は､ 赴任に伴う家族の移転に要する費用とし､ その額は､ 次に掲げる

額とする｡

(１) 赴任の際家族 (赴任を命ぜられた日において同居している者に限る｡ 以下この号及び次号

において同じ｡ ) を職員の新居住地に移転する場合には､ 家族一人ごとに､ 職員がその移転

をするものとして算定した交通費､ 日当､ 宿泊費､ 包括宿泊費､ 宿泊手当及び着後滞在費の

合計額に相当する額

(２) 前号に規定する場合に該当せず､ かつ､ 赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を

職員の居住地 (赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には､ 当該赴任後に

おける職員の新居住地) に移転する場合には､ 前号の規定に準じて算定した額

２ 旅行命令権者は､ 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には､ 前項第２

号に規定する期間を延長することができる｡

第２１条及び第２２条を次のように改める｡

(退職者等の旅費)

第２１条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は､ 退職等の日の翌日から３月以内に

おける当該退職等に伴う旅行について､ 出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする｡

２ 前項の場合において､ 退職等となつた職員が家族を移転するときは､ 同項に規定する旅費に､

転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする｡

３ 旅行命令権者は､ 天災その他やむを得ない事情がある場合には､ 第１項に規定する期間を延

長することができる｡

(遺族等の旅費)

第２２条 第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は､ 出張又は赴任の例に準じて規則で

定めるものとする｡

第２２条の３中 ｢第３章 (第３９条を除く｡ ) の規定｣ を削り､ 同条を第２２条の４とする｡

第２２条の２の次に次の１条を加える｡
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(旅費の支給額の上限)

第２２条の３ 宿泊費､ 包括宿泊費 (宿泊費基準額に相当する部分に限る｡ ) ､ 転居費､ 着後滞

在費 (日当及び宿泊手当に相当する部分を除く｡ ) 及び家族移転費 (日当及び宿泊手当に相当

する部分を除く｡ ) に係る旅費の支給額は､ 当該各種目について第７条並びに第１７条､ 第１

８条､ 第１９条､ 第１９条の２及び第１９条の３第１項の規定により計算した額と現に支払つ

た額を比較し､ 当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする｡

第２３条第１項を次のように改める｡

市長は､ 旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情に

より又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超え

た旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては､ その実費を超えるこ

ととなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる｡

第２３条中第２項を第３項とし､ 第１項の次に次の１項を加える｡

２ 市長は､ 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の

事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には､ その必要とする旅費を支給す

ることができる｡

第２４条中 ｢旅行命令権者｣ を ｢市長｣ に改め､ 同条の次に次の１条を加える｡

(旅費の返納)

第２４条の２ 市長は､ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又

は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には､ 当該旅費又は当該金額を返納させなければな

らない｡

別表第１及び別表第２を削る｡

附 則

(施行期日)

１ この条例は､ 令和８年１月１日から施行する｡

(経過措置)

２ 改正後の和歌山市職員等旅費支給条例 (以下 ｢新条例｣ という｡ ) の規定は､ この条例の施

行の日 (以下この項及び次項において ｢施行日｣ という｡ ) 以後に新条例第４条第１項に規定

する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第３条第５項の規定に

より旅費の支給を決定する旅行について適用し､ 施行日前に改正前の和歌山市職員等旅費支給

条例 (以下この項及び第４項において ｢旧条例｣ という｡ ) 第４条第１項に規定する旅行命令

権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第３条第５項の規定により旅費の支

給を決定した旅行については､ なお従前の例による｡ ただし､ 施行日前に旧条例第４条第１項

に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し､ かつ､ 施行日以後に新条例第４

条第１項に規定する旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を変更す
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る旅行については､ 新条例の規定は､ 当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分に

ついて適用し､ 当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については､ なお従前の例

による｡

３ 新条例第２１条及び第２２条の規定は､ 施行日以後に退職､ 免職 (罷免を含む｡ ) ､ 失職若

しくは休職 (以下この項において ｢退職等｣ という｡ ) となった場合又は死亡した場合につい

て適用し､ 施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については､ なお従前の例による｡

４ 新条例第３条第６項及び第７項の規定は､ これらの項に規定する者が同条第１項､ 第２項､

第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し､ 旧条例

第３条第１項､ 第２項､ 第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合

については､ なお従前の例による｡
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議案第８号

和歌山市救急医療整備基金条例の制定について

和歌山市救急医療整備基金条例を次のように定める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市救急医療整備基金条例

(設置)

第１条 本市における救急医療体制を充実させるため､ 和歌山市救急医療整備基金 (以下 ｢基金

｣ という｡ ) を設置する｡

(積立て)

第２条 基金として積み立てる額は､ 予算で定める｡

(管理)

第３条 基金に属する現金は､ 金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない｡

(運用益金の処理)

第４条 基金の運用から生ずる収益は､ 基金に繰り入れるものとする｡

(処分)

第５条 基金は､ 第１条の目的を達成するための必要な経費に充てる場合に限り､ 処分すること

ができる｡

(繰替運用)

第６条 市長は､ 財政上必要があると認めるときは､ 確実な繰戻しの方法､ 期間及び利率を定め

て､ 基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる｡

(委任)

第７条 この条例に定めるもののほか､ 基金の管理に関し必要な事項は､ 市長が別に定める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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議案第９号

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例

和歌山市立保育所条例 (昭和３２年条例第３１号) の一部を次のように改正する｡

別表名草保育所の項を削る｡

附 則

この条例は､ 令和８年１月１日から施行する｡
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議案第１０号

学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び和歌山市職員給与条例の

一部を改正する条例の制定について

学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び和歌山市職員給与条例の一部を改正

する条例を次のように定める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び和歌山市職員給与条例の

一部を改正する条例

(学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第１条 学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 (昭和４６年条例第５４号) の一

部を次のように改正する｡

第３条中 ｢１００分の４｣ を ｢１００分の１０ (給与条例別表第２の教育職給料表 (３) の

適用を受ける者にあっては､ １００分の４) ｣ に改める｡

付則を付則第１項とし､ 付則に次の１項を加える｡

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適用については､ 同項中 ｢１００

分の１０｣ とあるのは､ それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする｡

(和歌山市職員給与条例の一部改正)

第２条 和歌山市職員給与条例 (昭和２６年条例第７号) の一部を次のように改正する｡

第２６条の５第２項中 ｢応じて｣ を ｢応じ､ また､ 当該教育職員の校務類型に係る業務の困

難性その他の事情を考慮して｣ に改め､ 同条中第５項を第６項とし､ 第４項の次に次の１項を

加える｡

５ 第２項の ｢校務類型｣ とは､ 学級 (小学校､ 中学校､ 義務教育学校及び高等学校の学級に

限り､ 特別支援学級を除く｡ ) を担任する業務とそれ以外の校務とする｡

別表第２教育職給料表 (１) 備考２中 ｢７, ７００円｣ を ｢１１, ５００円を､ その等級が

４級である職員で規則で定めるものの給料月額は､ この表の額に３, ８００円｣ に改める｡

附 則

この条例は､ 令和８年１月１日から施行する｡
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令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９



議案第１１号

和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例

和歌山市火災予防条例 (昭和３７年条例第１１号) の一部を次のように改正する｡

目次中 ｢第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 (第３０条の２―第３０

条の７) ｣ を
｢第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 (第３０条の２―第

第３章の３ 林野火災の予防 (第３０条の８・第３０条の９)

３０条の７)
に改める｡

｣

第３０条中 ｢火災に関する警報｣ の次に ｢ (法第２２条第３項に規定する火災に関する警報を

いう｡ 以下同じ｡ ) ｣ を加え､ 同条第７号を削る｡

第３章の２の次に次の１章を加える｡

第３章の３ 林野火災の予防

(林野火災に関する注意報)

第３０条の８ 市長は､ 気象の状況が山林､ 原野等における火災 (以下 ｢林野火災｣ という｡ )

の予防上注意を要すると認めるときは､ 林野火災に関する注意報を発することができる｡

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは､ 注意報が解除されるまでの間､ 第３０条各号

に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない｡

３ 市長は､ 林野火災の発生の危険性を勘案して､ 前項の規定による火の使用の制限の努力義務

の対象となる区域を指定することができる｡

(林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第３０条の９ 市長は､ 林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは､ 林野火

災の発生の危険性を勘案して､ 第３０条各号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定

することができる｡

第５３条の３第２項第３号中 ｢第５６条｣ を ｢第５６条第１項｣ に改める｡

第５６条第１号中 ｢行為｣ の次に ｢ (たき火を含む｡ ) ｣ を加え､ 同条に次の１項を加える｡

２ 消防長は､ 前項各号に掲げるそれぞれの行為について､ 届出の対象となる期間及び区域を指

定することができる｡

附 則

この条例は､ 令和８年１月１日から施行する｡
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整理番号 路 線 名 起 点
終 点 備 考

１１－２６３ 宮２６３号線 和歌山市津秦
和歌山市津秦

１６－２０２ 宮前２０２号線 和歌山市杭ノ瀬
和歌山市杭ノ瀬

１６－２０３ 宮前２０３号線 和歌山市杭ノ瀬
和歌山市杭ノ瀬

１９－１２４ 三田１２４号線 和歌山市坂田
和歌山市坂田

１９－１２５ 三田１２５号線 和歌山市坂田
和歌山市坂田

１９－１２６ 三田１２６号線 和歌山市坂田
和歌山市坂田

１９－１２７ 三田１２７号線 和歌山市坂田
和歌山市坂田

２１－２２４ 木本２２４号線 和歌山市榎原
和歌山市榎原

２１－２２５ 木本２２５号線 和歌山市榎原
和歌山市榎原

２１－２２６ 木本２２６号線 和歌山市榎原
和歌山市榎原

２１－２２７ 木本２２７号線 和歌山市榎原
和歌山市榎原

２１－２２８ 木本２２８号線 和歌山市木ノ本
和歌山市木ノ本

２２－４２２ 貴志４２２号線 和歌山市梅原
和歌山市梅原

２２－４２３ 貴志４２３号線 和歌山市梅原
和歌山市梅原

２５－１７９ 岡崎１７９号線 和歌山市井辺
和歌山市津秦

２５－１８０ 岡崎１８０号線 和歌山市森小手穂
和歌山市森小手穂

２５－１８１ 岡崎１８１号線 和歌山市森小手穂
和歌山市森小手穂

２５－１８２ 岡崎１８２号線 和歌山市森小手穂
和歌山市森小手穂

２５－１８３ 岡崎１８３号線 和歌山市神前
和歌山市神前

議案第１２号

市道路線認定について

道路法第８条第２項の規定により市道の路線を次のとおり認定する｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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整理番号 路 線 名 起 点
終 点 備 考

２６－３３５ 西脇３３５号線 和歌山市西庄
和歌山市西庄

３４－２３２ 小倉２３２号線 和歌山市新庄
和歌山市新庄

３４－２３３ 小倉２３３号線 和歌山市新庄
和歌山市新庄

３４－２３４ 小倉２３４号線 和歌山市新庄
和歌山市新庄

３４－２３５ 小倉２３５号線 和歌山市新庄
和歌山市新庄

３４－２３６ 小倉２３６号線 和歌山市新庄
和歌山市新庄

３６－８６ 山口８６号線 和歌山市平岡
和歌山市平岡

３６－８７ 山口８７号線 和歌山市平岡
和歌山市平岡

３６－８８ 山口８８号線 和歌山市平岡
和歌山市平岡

３６－８９ 山口８９号線 和歌山市平岡
和歌山市平岡
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整理番号 旧新別 路 線 名 起 点
終 点 備 考

２２－１３６
旧 貴志１３６号線 和歌山市梅原

和歌山市梅原

新 貴志１３６号線 和歌山市梅原
和歌山市梅原 起点の変更

２６－３２５
旧 西脇３２５号線 和歌山市西庄

和歌山市西庄

新 西脇３２５号線 和歌山市西庄
和歌山市西庄 終点の変更

３６－６７
旧 山口６７号線 和歌山市中筋日延

和歌山市中筋日延

新 山口６７号線 和歌山市中筋日延
和歌山市平岡 終点の変更

議案第１３号

市道路線変更について

道路法第１０条第３項の規定により市道の路線を次のとおり変更する｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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被賠償者 損害賠償額 賠償内容

１, ５９０, ４５９円 治療関係費､ 車両関係費､
慰謝料

議案第１４号

損害賠償の額を定めるについて

令和５年１１月１４日和歌山市西汀丁２８番地先路上において発生した公用車と自転車の接触

事故に対する損害賠償の額を次のように定める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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施設の名称 団体の名称 指定期間

和歌山市立和歌の浦アート・
キューブ

株式会社大阪共立
令和８年４月１日から
令和１３年３月３１日まで

議案第１５号

指定管理者の指定について

指定管理者を次のとおり指定したいので､ 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により､ 議

会の議決を求める｡

令和７年１２月１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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